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交通事故等に基づく紛争解決業務（緑川ダム管理所）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長
垣下　禎裕
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎７階
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司法書士法人五反田司法事務所
北九州市小倉北区竪町一丁目4番11号
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別紙のとおり



 
 

随意契約理由書 
 

 

 

１．業務件名    交通事故等に基づく紛争解決業務（緑川ダム管理所） 

 

 

２．履行場所    福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 九州地方整備局総務部厚生課 

 

 

３．契約の相手方  住 所：福岡県北九州市小倉北区竪町１丁目４番１１号 

会社名：司法書士法人五反田司法事務所 

電 話：（０９３）５９２－３４０１ 

 

 

４．契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第三号 

 

 

５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 

 

１）当該業務の目的 

本業務は、職員の業務上生じた交通事故等に基づく紛争について、事故の状況調査、相手方との

示談交渉等において、適切かつ迅速に解決することを目的に実施するものである。 

 

２）業務の内容 

本業務は、司法書士法第３条第２項に該当する司法書士により、示談交渉及び示談書の作成を行 

うものである。 

 

３）契約に付する理由 

本業務は、福岡県司法書士会と締結している「交通事故等に基づく紛争解決業務に関する協定」

に基づき、福岡県司法書士会が登録会員の中から業務遂行可能な司法書士を特定し、その特定され

た司法書士と契約を行うものである。 

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号により、上記

業者と契約を締結するものである。 

 

 

 

（契約理由書作成者） 

総務部 厚生課長 


